
  

CYLLENGE レンタルサーバーサービス利用約款  
  

このレンタルサーバーサービス利用約款（以下「利用約款」という）は、お客様（以下「乙」と

いう）と株式会社 CYLLENGE（以下「甲」という）との間の、甲が提供するドメイン取得代行、

管理を含む共用サーバーサービス等（以下「当サービス」という）の利用に係わる一切の関係に

適用する。甲と乙は、以下に同意する。  

  

第１条 （利用約款の適用）  

甲は、利用約款を定めこれによりサービスを提供する。また、甲が提供する手段を通じて随時

乙に対して発表される諸規定も利用約款の一部を構成し、乙はこれを承諾する。  

  

第２条 （利用約款の変更）  

甲は、乙の了承を得ることなく利用約款を変更することがあり、乙はこれを承諾する。この場

合には料金その他の提供条件は変更後の利用約款によるものとする。本利用約款の変更にあたっ

ては、甲はその内容を甲のホームページへの掲載その他甲が適当と認める方法により通知するも

のとする。  

  

第３条 （通知）  

１. 甲から乙への通知は、甲のホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他甲が適

当と認める方法により行うものとする。  

２. 前項の通知は、甲のホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲

載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メールの発信時点で、乙に到達

したものとみなす。  

３. 第１項における電子メールの送信先は、乙があらかじめ甲に届け出たその電子メールアドレ

ス、または甲が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとする。  

  

第４条 （用語の定義）  

・ 「ドメイン」  

JPNIC または InterNIC 等の機関で割り当てられる、組織のホームページアドレスや電子メ

ールアドレスで使用する名前  

・ 「接続方式」  

甲のサーバーと乙の使用する 1 台の端末とを、インターネットを経由して接続すること  

・ 「レンタルサーバーサービス」  

甲のサーバーに乙のドメインを設定し、そのデータを保管してインターネット上から乙のア

クセスならびに第三者の閲覧を可能にするサービス、また乙のドメインを使用したアドレス

における電子メールの配送サービス  

・ 「共用サーバーサービス」  

甲が提供する１台のサーバーを乙が他の利用者と共同で利用する形をとるサービス  



  

第５条 （レンタルサーバーサービスの内容）  

１. 甲が提供するサービス内容はドメイン名の取得代行ならびに乙にレンタルサーバーサービス

を提供することとする。  

２. 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別途に定めるものとし、サービス内容の詳

細は、甲が必要と判断した場合、乙の承諾なしに変更することができる。  

  

第６条 （利用契約の申込）  

１. レンタルサーバーサービスの利用希望者（乙)は、本利用約款を確認し同意した上で、甲が

別に定める利用申込書に必要事項を記入して甲に提出又は送信するものとする。  

２. 利用契約は、前項に定める利用契約申込に対して甲がこれを承諾し、当サービスの利用が開

始できることを甲が乙に通知したときに成立する。  

３. 甲は、利用申込を承諾しない場合がある。その場合にはその理由を電子メールにて連絡す

る。  

４. 乙は、本人確認のための資料、その他甲が利用契約承諾のために必要と定めた資料・情報に

ついて、甲から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとする。  

  

第７条 （利用契約の承諾）  

１. 甲は、次の場合には乙による本サービス利用の申込を承諾しないことがあるものとする。  

（１） 利用契約締結申込書等において虚偽の事実を申し述べた場合  

（２） 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった

場合  

（３） 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処

分を受けた場合  

（４） 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または

清算に入った場合  

（５） 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合  

（６） その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある

場合  

（７） 未成年者、成年後見の開始の審判を受けたもの、もしくは保佐開始の審判を受けた

もの、のいずれかであり、利用申込の際に成年後見人または保佐人の同意等を得て

いなかった場合  

（８） 乙が第 13条（提供の停止）各号のいずれかに該当する場合  

（９） 乙が過去において第 13条（提供の停止）各号のいずれかに該当した場合、または

甲の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがある場合  

（１０） 日本国内に住所を有していないなど、契約者との連絡やその他契約事務手続きが困

難になることが想定される場合  

（１１） 前各号のほか、甲が利用契約の承諾を不適切と認めた場合  



２. 甲が申込を承諾しない場合には、甲は乙に対してその旨を通知するものとする。  

  

第８条 （利用期間）  

１. 利用者の利用契約期間の最低期間は１年とする。  

２. 利用期間の起算日は甲が乙にサービスの利用が開始できることを通知した日の翌月 1日、又

は契約自動更新に伴う契約更新日とする。  

  

第９条 （乙の地位の継承）  

乙である法人または団体の合併により乙の地位が継承された場合、当該地位を継承した法人ま

たは団体は、速やかに書面によりその旨を甲に通知すること。  

  

第１０条 （利用申込書等の記載事項の変更）  

１. 乙は、利用申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに電子メールもしくは書面によ

り甲に届け出るものとする。  

２. 前項の届出がなく、申込時に提供された連絡先に連絡がとれないことにより引き起こされる

損害（請求書の不到達による料金未払いを理由としたサービスの停止処置など）に対して甲

は一切の責任を負わない。  

  

第１１条 （契約内容の変更）  

１. 乙は、当サービス（オプションサービスを含む）の契約内容の変更を希望する場合は、甲の

所定の手続きに従って変更を申し込むものとする。  

２. 前項の申込があった場合、甲が業務遂行上支障があると判断した場合には、甲は申し込みを

承認しないことがある。この場合甲は乙にその旨を通知するものとする。  

  

第１２条 （提供の中止）  

１. 甲は次の各号に該当する場合には利用約款に基づくサービスの提供を中止することができ

る。  

（１） 甲または甲が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき  

（２） 甲または甲が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき  

（３） 電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止する

ことにより利用約款に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき  

２. 甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を乙に甲の提供す

る手段により通知または発表する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。  

  

第１３条 （提供の停止）  

１. 甲は、乙が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用約款に基づくサービスの提供を事

前に通知および勧告することなく停止することができる。この停止措置により乙に損害が発

生したとしても、甲は一切の責任も負わない。  



（１） 乙が利用約款に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経

過してもなお支払わないとき  

（２） 乙が甲に届け出た連絡先との連絡がとれない場合（甲が乙宛に発送した郵便物が宛

先不明で甲に返送された場合等）  

（３） 乙の故意の有無にかかわらず、提供サーバーに対し不正アクセス、アタック行為等

の不正な攻撃や不正中継が行われた場合  

（４） 乙が利用するプログラムにおいて、甲の提供する装置に過度な負荷をかけ、甲のサ

ービス提供に支障を与えた場合  

（５） 乙が公開するコンテンツへの極度なアクセス過多により、甲の提供する装置に過度

な負荷をかけ、甲のサービス提供に支障を与えた場合  

（６） 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき  

（７） 風俗、アダルトに関する情報、未成年や青少年の利用を制限する情報を流したと

き、またはそれに類するかあるいは不適当と甲が判断した情報を流したとき  

（８） 甲、他の乙または第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する情報を流したとき  

（９） 甲、他の乙または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシ

ー等を侵害する情報を流したとき  

（１０） 本契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき  

（１１） 第 14条（禁止事項）の各号いずれかに該当する行為を行った場合  

（１２） その他甲が乙として不適当と判断した場合  

  

第１４条 （禁止事項）  

１. 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとする。  

（１） 甲あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシー等の

人格的利益を侵害する行為、またはその可能性のある行為  

（２） 甲あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその可能

性のある行為  

（３） 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす行為、またはそれらの可能性のある行為  

（４） 虚偽の情報を提供する行為、あるいはその可能性のある行為  

（５） 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘

する行為  

（６） 公職選挙法に違反する行為、またはその可能性のある行為  

（７） 甲のサービス提供を妨害する行為、あるいはその可能性のある行為  

（８） 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行

為、あるいはその可能性のある行為  

（９） コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはその可能性のあるコンピュ

ータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あ

るいはその可能性のある行為  



（１０） 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が

嫌悪感を抱く、もしくはその可能性のあるメール(迷惑メール)を送信する行為  

（１１） 風俗、わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、又は児童虐待にあたるコンテ

ンツを配信する行為、あるいはそれに類似する行為  

（１２） 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反す

る行為、あるいはその可能性のある行為  

（１３） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為  

（１４） 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルＱ２等の高額な通信回線に変

更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為  

（１５） 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為  

（１６） 甲あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする

行為、クラッキング行為、アタック行為、及び甲あるいは第三者の運用するコンピ

ュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利

用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為  

（１７） ユーザーIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する

行為  

（１８） 個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する行為、あるいはそれに類似する

行為  

（１９） 個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する行為、あるいはそれに類似す

る行為  

（２０） 本人の明確な同意なくして又は詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収

集、利用する行為  

（２１） 甲と乙との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させ

る行為、またはそのおそれのある行為  

（２２） その他法令に違反する行為、または他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反す

る方法あるいは態様において本サービスを利用する行為  

（２３） 甲あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのあ

る行為  

（２４） その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様

でリンクをはる行為  

（２５） その他甲が不適切と判断する行為  

  

第１５条 （サービスの廃止）  

１. 甲は、都合により利用約款に基づく当サービスおよび特定の品目の提供を廃止することがで

きる。  

２. 甲は、第 1項の規定によりサービスの廃止をするときは、乙に対し廃止の 1ヶ月前までに甲

の提供する手段によりその旨を通知する。  

３. 乙は前項のサービスの廃止があったときは、甲に請求することにより当該サービスに代えて

他の種類のサービスを受けることができる。但し、天災その他の不可抗力等の甲の責に帰す



べからざる事由により、甲の設備の使用が不可能となり、かつ修復の見込みがない場合には

この限りではない。  

  

第１６条 （甲が行うサービスの解約）  

１. 甲は第 13条（提供の停止）の規定により利用約款に基づくサービスの提供の停止を乙が、

速やかにその事由を解消しない場合には、サービスを解約することができる。  

２. 甲は、乙が第 13 条（提供の停止）各号のいずれかに該当する場合で、その事由が甲の業務

の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同上に定める提供の停

止をすることなくサービスを解約する。  

  

第１７条 （乙の解約）  

１. 乙は甲に対し書面で通知することによりサービスを解約することができる。当該解約の効力

は当該通知があった翌月の末日または解約の効力が生じる日として指定した月の末日のいず

れか遅い日に生じるものとする。  

２. 乙は、前項の規定にかかわらず、第 12条（提供の中止）の事由が生じたことにより当サー

ビスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達

することができないと認めるときは、当該サービスを解約することができる。当該約の効力

は当該通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとする。  

３. 第 15条（サービスの廃止）第 1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止

の日に当該サービスが解約されたものとする。ただし同条第 3項の規定により他のサービス

への変更があった場合を除く。  

  

第１８条 （料金等）  

１. 利用約款に基づくサービス利用の対価（以下料金等という）は以下の項目からなる。  

（１） 初期費用 乙が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費用。  

（２） サービス費用 乙が利用約款に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料

金、およびドメインの取得、管理の費用ならびに 1年ごとに必要なドメイン維持費

用を含めた費用。  

２. 前項の料金等は別に定めるものとし、甲は乙の承諾無く料金を改訂することができる。  

３. 途中解約 乙は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いてサービスを

中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができない。  

４. 利用期間の継続 契約期間が満了する場合には、自動更新されるものとする。更新を行わな

い場合は、乙は更新期限までに甲に連絡しなければならない。  

  

第１９条 （乙の支払義務）  

１. 乙は、甲に対し前条に定める料金等を甲の指定する銀行口座への振込みその他甲が特別に定

める方法で支払うものとする。  

２. 前項の支払いに伴い発生する全ての手数料等の諸費用は、すべて乙が負担するものとする。  

３. 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、申込をした時点をもって発生する。  



ただし初期費用はいかなる場合でも返却義務を負わない。  

４. 第 13条（提供の停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期

間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱う。  

５. 第 12条（提供の中止）の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービス

の利用が全くできない状態であることを甲が知った時から 24時間未満の利用不能の場合 

は、サービス費用は返却しない。24時間以上の場合は、第 23条に定めるところによる。  

６. 本条第１項における料金等の支払において、乙と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、

当該当事者双方で解決するものとし、甲には一切の責任がないものとする。  

  

第２０条 （料金等の請求および支払期日）  

１. 契約申込時における料金等は前条において甲の指定する支払い方法による前払いとする。  

２. 甲は料金等を申込書受取後速やかに請求する。  

３. 前各項の定めにより料金等の請求を受けた乙は、請求書に指定する支払期限までにその料金

等を支払うものとする。  

４. 利用契約の更新により発生する次年度の利用料金は、乙の契約満了日の 2ヶ月前に甲が請求

書を発行し、乙は契約満了日（契約更新日）までにこれを支払うものとする。乙が定められ

た期日までに料金を支払わなかった場合、甲はサービスの提供を停止することができる。  

  

第２１条 （割増金および遅延損害金）  

１. 乙は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の 2倍に相当する額を割増金として支払

うものとする。  

２. 乙は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害

金を甲に支払うものとする。  

  

第２２条 （消費税）  

乙が甲に対し利用約款に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等

の額に消費税相当額を加算した額となる。  

  

第２３条 （利用不能の場合におけるサービス費用等の返却）  

１. 甲は、利用約款に基づくサービスを提供すべき場合に置いて甲の責に帰すべき事由により利

用が全くできない状態が生じ、かつそのことを甲が知った時から起算して 24時間以上サー

ビスが利用できなかったときは、乙の請求に基づき、その利用が全くできない状態であるこ

とを甲が知った時からサービスが再び利用できることを甲が確認した時までの時間を 24で

除した数（小数点以下の端数は切り捨て）に 1ヶ月分に相当するサービス費用の 30分の 1 

を乗じて算出した額を返却する。ただし、乙は当該請求をなしえることとなった日から 1ヶ

月以内に当該請求をしなかったときは乙はその権利を失うものとする。  

２. 前各項の規定は第 1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除

きます。  

  

第２４条 （秘密保持）  



甲は、当サービスの業務遂行上知り得た乙の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。  

  

第２５条 （個人情報の取扱い）  

甲は、当サービスの業務遂行上知り得た乙の個人情報を当サービスの業務遂行以外のいかなる

目的にも使用しない。但し、法令上の義務にもとづき所轄官庁もしくは裁判所にこれらの情報を

提出することを命じられ、または情報公開に関する諸法令もしくは条例に基づき情報の開示を請

求された場合はこの限りではない。  

  

第２６条 （乙の義務）  

１. 乙は、甲がサービス提供に伴い定めたユーザーIDおよびパスワードの管理の責任を負う。 

また、乙はこれらの不正使用に起因する全ての損害に対して責任を負うものとし、甲を免責

するものとする。  

２. 乙は、前項のユーザーIDおよびパスワードを忘れた場合、あるいは第三者によってこれら

の情報が不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに甲に届け出るものとする。  

３. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワーク

の規則に従わなければならない。  

  

第２７条 （サービス利用様態の制限）  

乙が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の届け出のものとし、IPアドレスにつ

いては甲が指定するものとする。  

  

第２８条 （ドメインの取得代行および所有権）  

１. 甲は乙の意思に基づきドメインの取得代行を行う。  

２. 乙はドメイン取得に伴う乙の情報提供その他全ての事項は各ドメインレジストラの規定に従

うものとする。  

３. 前項のドメイン取得に伴うドメインレジストラの要請に対し乙の十分な対応が得られず、そ

の結果発生したいかなる損害(取得対象ドメインの第三者による先行取得等)についても、甲

はいかなる責任も負わない。  

４. 乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての所有権はドメイン登録者で

ある乙に帰属する。  

５. 乙がドメインの取得代行あるいは管理を甲に委託し、それに関して被害を被った場合でも甲

は一切の責任も負わない。  

６. ドメインの取得に関わる紛争等に関しては、当事者双方で解決するものとし、甲には一切の

責任がないものとする。また、ドメインの取得に関して乙または他の第三者に損害が発生し

たとしても、甲は一切の責任も負わない。  

  

第２９条 （データの取扱い）  

１. 乙は当サービスにおいて提供されたサーバーに乙の機密情報を設置してはならない。  

２. 乙が前項に反してこれらの情報を設置し、その結果発生したいかなる損害においても、甲は

一切の責任も負わない。  



３. 当サービスにおけるサーバーのデータが、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使

用されたとしても、その結果発生する損害について、甲は一切の責任も負わない。  

４. 乙が当サービスの利用契約を解約または終了した場合、乙への事前の通知を行うことなくサ

ーバーのデータを完全に消去するものとする。  

５. 乙の故意の有無にかかわらず、第 14条（禁止事項）各号に違反して掲載されているデータ

について、甲は乙へ事前の通知をおこなうことなく削除できるものとする。  

６. 当サービスにおいて甲はサーバー設備等の故障又は停止等の復旧に対応するため、提供サー

バーのデータを複写及び保管することがあるものとする。  

７. 乙は、DNS切り替え後、キャッシュ期間により、最大 72時間は旧サーバーにメールが飛ぶ

ことが想定される旨を理解しているものし、甲はその対策を乙に提示するが、その期間に発

生したメールデータの損害は、甲の責任の限りではない。  

  

第３０条 （サポート）  

１. 甲は提供するサービスに関する乙からの問い合わせについて、回答するサービス（以下、 

「サポート」という）を行う。  

２. サポート業務は、甲が別に定める甲の営業時間内に限り、これを行う。  

３. サポート業務は、電子メール、チャットで行うものとし、オンサイトでのサポートは含まれ

ない。  

４. 乙から要請があったとしても、ファイアーウォール側のホワイトリストの設定は、受け付け

ないものとする。  

  

第３１条 （ソフトウェアの使用条件の遵守）  

乙は、サービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを利用する場合には、甲がそのソフ

トウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとする。  

  

第３２条 （権利の譲渡禁止）  

乙は、当サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、甲の承認なく他に譲渡、貸与、

質入れ等の行為をすることはできない。  

  

第３３条 （損害賠償）  

乙が利用約款に違反する行為をなし、甲に損害を与えた場合は、乙は甲に対し、その損害を賠

償しなければならない。  

  

第３４条 （専属管轄裁判所）  

本契約に関して生じた甲と乙との間の紛争については、大阪簡易裁判所もしくは大阪地方裁判

所を第一審の専属管轄裁判所とする。  

  

第３５条 （準拠法）  

本利用約款は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。  



  

第３６条 （協議）  

本利用約款に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、甲と乙は誠意をもって協議の

上その解決にあたるものとする。  

  

第３７条 （利用約款の改定）  

甲は、実施する日を定めてこのレンタルサーバーサービス利用約款の内容を改定することがあ

ります。その場合には、レンタルサーバーサービス利用契約の内容は、改定されたレンタルサー

バーサービス利用約款の実施の日から、改定されたレンタルサーバーサービス利用約款の内容に

従って変更されるものとします。  

  

附則（２０００年９月１日作定）  

この CYLLENGEレンタルサーバーサービス利用約款は、２０００年９月１日に作定し、即日実

施します。  

  

附則（２０１１年１月２８日改定）  

この CYLLENGEレンタルサーバーサービス利用約款は、２０１１年１月２８日に改定し、即日

実施します。  

  

附則（２０１１年９月１日改定）  

この CYLLENGEレンタルサーバーサービス利用約款は、２０１１年９月１日に改定し、即日実

施します。  

  

附則（２０２１年１１月１５日改定）  

この CYLLENGEレンタルサーバーサービス利用約款は、２０２１年１１月１５日に改定し、即

日実施します。  

  

附則（２０２３年１２月２６日改定）  

この CYLLENGEレンタルサーバーサービス利用約款は、２０２３年１２月２６日に改定し、即

日実施します。  

  


